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-------------------------------------------------------------------------------------- 

最近の労働裁判からピックアップ 

 

◆たばこの煙で安全配慮義務違反？ 
仕事中の受動喫煙が原因で病気になったとし

て、岩手県の職員男性が同県に対して損害賠

償（約 890 万円）などを求めて訴訟を起こしてい

ましたが、盛岡地裁は請求を棄却しました（10

月 5日判決）。 

この男性は 2008 年１月ごろ公用車を運転し

た際、車内におけるたばこの煙が原因となって、

鼻の痛みや呼吸困難が発生し、同年４月に「化

学物質過敏症」と診断され、その後、2009 年７

月までの約１年間休職となりました。 

裁判では、県が「公用車の少なくとも１台を禁

煙車にしなかったこと」が、安全配慮義務違反と

なるかどうかが争点だったようですが、裁判長は

「男性が呼吸困難を発症した 2008 年当時、残

留たばこ煙にさらされないようにすべきだとの認

識は一般的ではなかった」とし、安全配慮義務

違反には該当しないと判断しました。 

 

◆エンジニアの死亡は過労によるものか？ 

システム開発会社（本社：東京都）のエンジニ

アだった女性が死亡した原因は過労にあったと

して、女性の両親が元勤務先に対して損害賠償

（約 8,200 万円）を求めていましたが、福岡地裁

は過労死と認め、約 6,820万円を支払うよう命じ

ました（10月 11 日判決）。 

この女性は 1998 年に入社して福岡事業所に

勤務し、2006 年からシステム改修のプロジェクト

に携わり、午前９時から翌日の午前５時まで働く

こともあったそうです。2007 年３月に自殺を図っ

た後に職場復帰をしましたが、同年４月、出張先

のホテルで致死性不整脈のため死亡しました。 

裁判長は、2007 年２月の時間外労働時間が

127 時間を超え、プログラム完成などの精神的

緊張もあったとして、死亡と業務との因果関係を

認めました。 

 

◆契約更新拒否は解雇権の濫用か？ 

空調機器会社（大阪市）の元期間従業員４人

が、有期雇用契約に上限を定めて契約更新を

拒否されたのは解雇権の濫用であるとして、元

勤務先に対して地位確認などを求めていました

が、大阪地裁はこの請求を棄却しました（11 月１

日判決）。 

当初、４人は請負社員として勤務（６～18 年

間）していました。大阪労働局が2007年 12月に

「偽装請負」であるとして是正指導を行い、会社

は 2008 年３月に４人を正社員として雇用（期限

付き）しましたが、2010 年８月末以降の契約を

更新しませんでした。 

裁判長は「解雇の手続きを踏まずに期間満了

によって契約が終了する点に着目して有期雇用

契約を申し込んだにすぎず、解雇権濫用とはい

えない」と判断しました。 
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「職場の飲みニケーションは必要」は 

古い考え!? 

 

◆約６割が「職場の飲み会は必要」 

「飲みニケーションは必要だ！」という考えも

今や昔の話とも思われがちですが、まだまだ健

在のようです。 

株式会社インテージが今年８月に実施した

「仕事帰りの外飲み事情 2012」（ビジネスパーソ

ン意識調査）の結果が発表されましたが、この調

査によれば、約６割の人が「職場の飲み会は必

要」と思っていることが明らかになりました。 

 

◆仕事帰りの飲みの相手は誰？ 

最近３カ月の仕事帰りの外飲み（職場以外の

人との飲みも含む）の状況ですが、67.1%の人

が飲みに行っており、男性 20 代で 81.0%、女性

20 代で 75.0%でした。32.9%の人が飲みに

「行っていない」と回答しましたが、特に女性 30

～50代の割合が高いようです。 

仕事帰りに飲む相手の上位は、「職場の同僚

（同性、異性問わず）」が最多（56.1%）であり、

「職場の同僚（同性のみ）」（33.3%）、「職場の上

司」（32.6%）が続いています。 

やはり、仕事の延長で職場の人と飲みに行く

人が多いようです。 

 

◆職場の飲み会は必要 or 不要？ 

職場の飲み会については、約６割（58.9%）の

人が「必要だと思う」と回答し、男性のすべての

年代と女性の 20 代では６割以上が「必要」と回

答しているのに対し、女性の 30～50 代では５割

以上の人が「必要だと思わない」と回答していま

す。 

職場のコミュニケーションを図る１つの方法と

して「職場の飲み会」は有効なようですが、20 代

男女の３割以上は「上司からの誘いを断ること

ができない」と思っている状況もまた、あるようで

す。 

 

 

 

 

今後重視される安全衛生分野に 

おける取組み  

 

◆改正労働安全衛生法とメンタルヘルス対策 

新たに労働安全衛生法（改正法案は現在、国

会で審議中）に取り入れられる予定のストレス

チェック制度や受動喫煙対策の推進も明記され

ています。 

労働者数 50人以上の会社について重点的に

対策がとられるようです。 

 

◆対策が強化される業種は？ 

労働災害防止対策を重点的に進める業種と

して、「建設業」「貨物運送業」「第３次産業（小売

業）」「介護事業（社会福祉施設）」等が挙げられ

ています。これらの業種では、業務に伴う発生率

の高い災害を防止するとしています。 

なお、恒常的な長時間労働などは、行政によ

る是正指導・是正勧告、そして様々な労使トラブ

ル（合同労組・ユニオン等からの団交要求、多額

の損害賠償請求、無用な裁判費用、新たな労

災・メンタル不全の発生…etc）の元凶となります

ので、早めの取組みが大切です。 

 

 

 

～当事務所よりひと言～ 

 

 いつも大変お世話になっております。 

あっという間に１２月ですが来月は何かと

人事手続関係で書類のやり取りが発生しご

連絡をさせていただくことが多いと思いま

すがよろしくお願い申し上げます。 


